
第72回市町村職員を対象とするセミナー  
「改定保育所保育指針について」  

1 開催趣 旨   

平成20年3月に告示された改定保育所保育指針の周知のために、市町村の職員を対象と  

したセミナーを開催し、平成21年度における円滑な施行及び保育所保育の質の向上を図る  

ことを目的とする。  

2 日 時 平成20年6月19日（木）13：00～17：00  
（12：30開場、受付開始）  

3 会 場 中央合同庁舎5号館低層棟2階講堂  

4 定 員 200名程度  

5 プログラム  

※ 進行には万全を期してまいりますが、場合により終了時間を超過する場合がございます。   



市町村セミナー 行政説明①  

保育行政の動向と課題  

厚生労働省 雇用均等・児童家庭局 保育課  

乃村 久代   



児童ゼロ作戦」を平成20年2月に策定。   

・保育サービスの量的拡充、家庭的保育など提供手段の多様化   
・女性の就労率の高まりに応じた計画的な整備   

＜10年後の目標＞   

保育サービス（3歳末満児）の提供割合 20％→38％   

○今後3年間を集中重点期間とし、取組を進める。   

一 時   特 定 保 育   

地域子育て支援センター   

○病児 

○認定こども園制度の普及促進・運用改善のためめ万策を  

合計  公立  私立     施 設 数  22，848  11，603  11，245   利用児童数  202万人  94万人  107万人  

特別保育  
平成18年度  

合計   公立  

延 長 保 育   14，280   5，304  

一時・特定保育   7，580   2，107  

休 日 保 育   798   85  

夜 間 保 育   71   ○  

地域子育て支援センター   3，436   1．665  

合計  公立       施 設 数  13，723  5，431     利用児童数  171万人  33万人1137万人  



待機児童数について  

平成19年4月1日現在の待機児童数は1万7，926人（4年連続減少）  

○ 保育所待機児童数は、4年連続で減少。  
0 

平成21年度までに保育所受入児童数を215万人に拡大。  
待機児童50人以上の市町村を中心に、集中的に受入児童数を拡大。   

待機児童ゼロ作戦の展開  
（平成14年度から16年度までに15・6万人の  

受入児童数の増（幼稚園預かり保育等を含む））  

20年  18年  19年   16年  17年  14年4月  15年  

（参考）保育所施設数 22，848箇所  

定員  2，105，434 人  

利用児童者数2，015，382 人（平成19，4．1現在） 2   



保育所待機児童の現状  

○平成19年4月1日現在の待機児童数は1万7，926人（4年連続で減少）  

○待機児童が多い地域の固定化  

・待機児童50人以上の特定市区町村（74市区町村）で待機児童総数の約70％を占める  

○低年齢児（0～2歳）の待機児童数が全体の約70％  

【保育所入所待機児童1万8千人の内訳】  【保育所待機児童数と保育所定員の推移】   

待機児童数と保育所定員の推移  

低年齢児  

（0～2歳児）   

平成14年 平成15年 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年  
特定市区町村（74か所）  その村  

※特定市区町村の待機児童数は、全待機児童数のうち約7割。  
※低年齢児の待機児童数は、全待機児童数のうち約7割。  
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問  

平成20年度予算主要事項（保育関係）  

※（）内の数字は平成19年度予算額  

1．待機児童解消に向けた保育所の受入児童数の拡大  

○次世代育成支援対策施設整備交付金137億円（130）   
※平成19年度補正予算案に児童の安全確保のための耐震化整備費51億円を計上（社会福祉施設等施設整備費）  

○民間保育所運営費 3，276億円（3，127）  

2 多様な保育サーヒスの整備  

○家庭的保育事業の拡充 7億円（2）   

対象人数の拡大、補助単価の見直し、支援者の配置など支援体制の充実  

○地域保育資源準用事業【新規】0．9億円   
事業所内保育施設を活用した休日、病後児などの保育ニーズへの対応  

○病児・病後児保育事業の再編 27億円   

ソフト交付金の病児・病後児保育を保育対策等促進事業の自園型に組み入れ、補助単価等   
の見直しを図る  

○地域子育て支援拠点事業の拡充101億円（6，138→7，025カ所）  

※障害児保育円滑化事業については、19年度限りで廃止  

保育対策関係予算 約4 006億円（対前年比5 4％増）  
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多様な保育サービスの実施状況  

《子ども・子育て  

応援プラン目標値》  
《事 業 内 容》  《事 業 名》  《19年度実績》  

（交付決定ベース）  

《18年度実績》  《16年度実績》  

11時間の開所時間を超え  

て延長保育を実施する保  

育所に対して補助  

延長保育  

就労形態の多様化にかんがみ  

保育に欠ける児童を対象に、  

日曜・祝日も含め、年間を通じ  

て開所する保育所に対して補  

助  

休日保育  

午後10時頃まで開所する  

夜間保育所に対して補助  
夜間保育  

保育所に通所中の児童が病気  

の回復期のため集団保育が困  

難となる間、児童の保育所、病  

院等における一時預かり等を  

実施  

病児・病後児保育  

（乳幼児健康支援   

一時預かり事業）  
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少子化の進行と人口減少社会の到来  
○ 現在我が国においては急速に少子化が進行。合計特殊出生率は、平成17年に1．26と過去   
最低を更新。18年・19年と出生率は前年を上回ってはいるが、出生数は減少。  

○ 平成17年には死亡数が出生数を上回り、国勢調査結果でも総人口が前年を下回って、我   
が国の人口は減少局面に入った。（19年の総人口は前年に比べてほぼ横ばい）  

第1次ベビーブーム  

（昭和22～24年）  

総人口（千人）  出生数・死亡数（千人）  
圏出生数  

一合計特殊出生率  
128，000  

最高の出生数  
2，696，638人  

昭和41年  

ひのえうま  

1，360，974人  

第2次ベビーブーム  

（昭和46～49年）  

垣iiL冠空監岨  

4  

127，500  

3．5   

3 計   

特 

2・5殊．■127，000   

出  

2 生  

平成19年  

1，089，745人  

1．57ショック（平成元年）   

1，246，802人   

平成17年  

最低の出生数  
生150  

率
 
 

126，500  

0   126，000  

50    60 平成2 7 12  19  14年 15年 16年 17年 18年 19年  
資料：厚生労働省「人口動態統計」、総務省「平成19年10月1日現在推計人口」6   

昭和22 30  



「子どもと家族を応援する日本」重点戦略（平成19年12月）について  

「就労」と「結婚・出産・子育て」の二者択一構造を変え、  
若者、女性、高齢者など働く意欲を持つすべての人の労働市場参加を実現しつつ、  

国民の希望する結婚・出産・子育てを可能とする  

働き方の改革による仕事と生活の調和の実現   

＝「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・  

バランス）憲章」及び「行動指針」  

の両輪として進めることが必要  

包括的な次世代育成支援の枠組み  
Ⅲすべての子どもの健やかな育成の   

基盤となる地域の取組  

○妊婦健診の支援の充実  

○地域子育て支援の面的な展開  

○全小学校区に子どもの居場所設置  
○社会的養護を必要とする子どもに   

対する支援の充実   

＜追加所要額＞   

1800億円   
（社会的養護に関するものを除く）  

Ⅱすべての子どもの健やかな育成   

を支える対個人給付・サービス  

○すべての子育て家庭に対する一   

時預かり制度の再構築  

○子育て世帯の支援ニーズに対応   

した経済的支援の実施  

＜追加所要額＞   

2600億円（児童手当を除く）  

（※）追加所要額は、仕事と生活の調和を推進し、国民が希望する結婚や出産子育ての実現を支えるための給付・サービスについて、一定の整備水準を仮定して試訝。   





【岨 旨】  児霊福祉法等の一部を改正する法律案概要  

「芋ど態と家族を煎擬する日本」支点戦略葛篭絡まえ、涙駐的漠背事幾等の新たな軍籍て愛媛サ】ビスの癖臥盛時蕾受け  
だ芋ども等に対する家慈的環境蓼こおける蝶緋の充実、仕事と生活の両立安雄のための鵜般事業主行動計車の策定の促遮荘  
ど、地域や織機における次世代脅威受援対策を推渡するための所筆の改正養行うや  

【主な内召】  

域lこ避け苺次世代  

i二1ニ新たな子育て支援サービスの  （   法曹の一 正）  

（）一定の笑を確保しつつ、多様な主体による保育サービスのき及促進とすべての家定における手育て王様の拡充蚕図るため、新たlこ雲底的煤毒   

手楽∴保肯ママ〕、すべての手どもを文∃象とした一時預か、り事業、乳児吉良全戸訪問事業（こんにらは赤らやん手業）、貴肯支脂肪問塞喪放び池   

捕手育て支撞拠点事業を法律上創設し、市町村におけるサービスの実施の促進毒を臨る．・  

普 ‾な状、にある子どもやま族に対する支援の強†（  法専の一躍正）  
0 撃穣制度意社畠的難球の受皿として拡充する監め、隷挙縁組を蘭漣としなbl里親（褒背墾親）葱制度化し、一定の研修壷要件とするなど里親制   

度を見直す。  

0 蜜庇的な環境における子ともの養育を推進するため、虐待を重けた了とも寺を養育壱の住居において土肯する拳禁（ファミリーホーム）を創設。  
0 児韮静雄施投等の内部における虐待対策の強電ヒのため、虐待密漁穐した琶の通巻楯等蓉泣け義隆凱地域に逝ける児霊感時期湊の強化竜汚う。  

0 働き方の見直しも踏まえた中長期的な子育て支援サービスの基盤聖廟き過るため、市町村の行動計盛衰定に当たり参酌すべき保育サービスの1  

専に関する‡票華を国において定める等の見直しを行う。  

成支援討議の撼  における次世代   lslilsli 

0 仕掌と落滋欄豊蕾支援する紀めの濫用環鵠の整備等について蕩裟妄がま幣定する犠般謹業主行動計薗の折定・届出の義務つけの対象範囲蓉  

従稟員＝り1人以上企業から従業員101人以上企業に拡大するn  
ロ ー毅蓄業主行動計画の公表隷従楽員への周知を計画の策定・届出農務のある企議に敦搭つける。  

（精巧柏日）  

0 原則として平成乏1年ヰ月1乱（‡拗行動計曹潰走指針の見直し等絞出布の日伊ら艶絆して6ケ月喜超え箋軌礪醤で政葡で定め苺短、王の診の墾横制度   

の貝毒しは平成21年1月1日、蜜旺恥保持さ業（保育ママ）の制度化専は平成22年4月1日、並の一般書養主行動計画の鋸象範囲の拡大は平成23年ヰ月1日〕  
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－ コ  

《保育サービス》  

・役割の拡大に応じた保育の担い手の車門性の向上、職員配置や保育環境の在り方の検討が必要。  
■保育サービスの「質」を考えるに際しては、認可保育所を基本としつつ、保育サービス全体の「質lのl  考える必要。  

次世代育成支援は、「未来への投資」や「仕事と子育ての両立支援」の側面も有し、社会全体（国、地方公共団体、事業  

、 個人）の重層的負担が求められる。  
給付・サービスの「目的・受益は「費用負担1は連動すべきことを踏まえ、関係者の費用負担に踏み込んだ議論が必要。  

地方負担にういては、地域特性に応じた柔軟な取組を尊重しつつ、不適切な地域差が生じないような仕組みが必要。  

事業主負担については、「仕事と子育ての両立支援lや「将来の労働力の育成」の側面、給付・サービスの目的等を考慮  
は重要な課題。低所得者に配慮しつつ、今後、具体的議論が必要。   



5働 ビスの提供の仕組みの検討  
・今日のニーズの変化に対応し、利用者の多様な選択を可能とするため、良好な子どもの育成環境と親の成長を支援する  
対人社会サービスとしての公朗性格や特性も踏まえた新しい保育メカニズム（完全な市場メカニズムとは別個の考え方）圭   

基本に、新しい保育サービスの提供の仕組みを検討していくことが必要。  
については、より普遍的な両立支援、また全国どこでも必要なサービスが保障されるよう、客観的に  

の在り方についても、新しい保育メカ≡ズムの考え方を踏まえ、利用者の選択を可能とする方向で検討。  
その際、必要度の高い子どもの利用の確保等、市町村等の適切な関与や、保護者の選択の判断材料として機能しうる  

の仕組み等の検討が併せて必要。また、地方公共団体が、地域の保育機能の維持向上や質の  
向上に適切に権限を発揮できる仕組みが必要。  
新しい仕組みを導入する場合には、保育サービスを選択できるだけの「量】の保障と財源確保が不可欠。  
幼稚園と保育園については、認定こども園の制度運用の検証等も踏まえた就学前保育■教育の在り方全般 の検討が必要。  

6 すべての子育て家庭に対する支援等  

・新制度体系における対象サービスを考えるに際しては、仕事と子育ての両立支援のみならず、  ベての   

対する支援 も同日割こ重要。その量的拡充、質の維持・向上、財源の在り方を考えていくことが必要。  

7働協働  
・保護者、柵 協働により、地域の力を引き出して支援を行うべき。  
・親を一方的なサービスの受け手とするのではなく、相互支援など積極的な親の参画を得る方策を探るべき。  

別な支援を必要と どもや家庭に対 配慮  8 特する子する t新制度体系の設計に当たっては、虐待を受けた子どもヾ社会的養護を必要とする子ども、障害児など  
とする子どもや家庭に対する配慮を包含することが必要。   



㌻  

「新待機児童ゼロ作戦」について（概要）   

目標・具体的施策  集中重点期間の対応  

働きながら子育てをしたいと  

願う国民が、その両立の難し  
さから、仕事を辞める、あるい  
は出産を断念するといったこと  

のないよう、   

○働き方の見直しによる   

仕事と生活の調和の実現   

O「新たな次世代育成   

支援の枠組み」の療築  

の二つの取組を「車の両輪」と  

当面、以下の取組を進めるとともに、集中  

重点期間における取組を推進するため、  

待機児童の多い地域に対する重点的な支  

援や認定こども園に対する支援などについ  

て夏頃を目途に検討  

○保育サービスの量的拡充と提供手   

段の多様化〔児童福祉法の改正〕   

保育所に加え、家庭的保育（保育ママ）、認   
定こども園、幼稚園の預かり保育、事業所内   
保育施設の充実  

○小学校就学後まで施策対象を拡   
大   

小学校就学後も引き続き放課後等の生活の  
場を確保  

○   

法の改正〕   

女性の就業率の高まりに応じて必要となる   

サービスの中長期的な需要を勘案し、その絶   
対量を計画的に拡大  

○子どもの健やかな育成等のため、   
サービスの質を確保   

希望するすべての人が子どもを預けて働くこ  

とができるためのサービスの受け皿を確保し、  

待捜児童をゼロにする。特に、今後3年間を  

期間とし、頗  

完  
＜10年後の目標＞  

・保育サービス（3歳未満児）の提供割合20％  
→38％（※）  

【利用児童数100万人増（0～5歳）】  

・放課後児童クラブ（小学1年～3年）の  

提供割合19％→60％（※）   
【登録児童数145万人増】  

して進めていく。  

鷲
 
 

⇒この目標実現のためには 

一定規模の財政投入が必要   

税制改革の動向を踏まえつつ、  
「新たな次世代育成支援の枠組み」   

の構築について速やかに検討。  

保
 
 

充
機
 
 

（※）「仕事と生活の調和推進のための行動指針（平成19年12月）」   

における仕事と生活の調和した社会の実現に向けた各主体の取組   
を推進するための社会全体の目棲について、取組が進んだ場合に  
10年後（2017年）に達成される水準  



「認定こども園」制度の概要と現状①   



■  

「認定こども園」制度の概要と現状②  

都道府県   認定数   都道府県   認定数   

北海道   16   滋賀県   3  

青森県   京都府   0  

岩手県   5   大阪府   2  

宮城県   兵庫県   15  

秋田県   12   奈良県   0  

山形県   4   和歌山県   2  

福島県   5   鳥取県   0  

5   島根県   0  茨城県  

栃木県   7   岡山県   3  

群馬県   12   広島県   7  

埼玉県   4   山口県   

千葉県   8   徳島県   2  

東京都   19   香川県   

神奈川県   12   愛媛県   4  

新潟県   2   高知県   3  

富山県   2   福岡県   9  

石川県   5   佐賀県   8  

福井県   長崎県   15  

山梨県   熊本県   

長野県   7   大分県   5  

岐阜県   宮崎県   5  

静岡県   0   鹿児島県   9  

愛知県   4   沖縄県   0  

三重県   0   
合 計   229  

日現在）  
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規制改革（直接契約・直接補助方式）について  

厚生労働省の考え方  

【基本認識】・現行制度上も「選択する」仕組みであり、株式会社を含めた多様な主体の参入が可能。  

・実際に「選択」できないのは需要が供給を上回っているからであり、まずは供給量の拡大が必要。  

・供給量の拡大に当たっては、質の確保が前提。   

【直接契約■直接補助方式の問題点】  

○子どもは自ら意志を伝えられないことから、その健全育成を保障するためには、保育の質を確保するための一   
定の基準や自治体の関与が必要。＜選択の主体（保護者）と利用主体（子ども）は異なる＝子どもの視点の重要性＞  

○すべての子どもの健全育成を保障する国■自治体の責任が後退するおそれ。  
・保護者の所得等により、子どもが受けられるサービス（内容・時間）が左右されるため、就学前保育に関する格   
差が拡大するおそれ。  

・採算の取れない過疎地等で、サービスが受けられなくなるおそれ。  

○給付対象・範囲が拡大することに伴い、財政負担が増大。  

◎規制改革推進のための3か年計画（改定）（H20．3．25閣議決定）  

直接契約・直接補助方式等については、認定こども園の実施状況等を踏まえ、保育所において一体的に導入  
することの可否について、包括的な次世代育成支援の枠組みを構築していく中で検討  

15   



がある保育サービスに係る規制改革については、 



彪方ガ膚炎酌艶姿家屋会仁おげ石上窟静の劇き  

第一次勧告（原案）  

○ 保育サービスは、子どもにとって良好な育成環境を保証し、保護   

者の子育て力向上を支援するという児童福祉の側面が重要であり、   

子どもの立場に立って安心・安全を確保することが最優先。質の低   
下を招かない方策が不可欠。  

○ 特に、職員配置については見直しの対象とすることは困難である。  

○ 平成20年度の科学的・実証的な検証中で、保育の質を維持向上   
しながら、子どもの機能面に着目した保育環境や空間の性能基準化   
など新たな基準ができないかどうかについて検討する。  

○ 保育所や老人福祉施設等についての施設設備に   
関する基準については、全国一律の最低基準とい   
う位置づけを見直し、国は標準を示すにとどめ、   
具体的な基準は地方自治体が地域ごとに条例によ   

り独自に決定し得ることとする。  

O 「保育に欠ける」要件や直接契約など保育サービスの提供につい   
ては、社会保障審議会少子化対策特別部会において、次世代育成支   

援のための新たな制度体系の設計について議論しており、5月20   
日に新たな制度体系の設計に向けた基本的な考え方をとりまとめた   

ところ。この基本的考え方に基づき、保育の公的性格や特性、財源   
投入の状況などを踏まえ慎重な議論が必要。  

○ 保育所について、「保育に欠ける」入所要件の   
見直し、直接契約方式の採用等についての総合的   
な検討に着手し、平成20年中に結論を得る。  

○ 認定こども園制度については、本年3月に自治体、施設及び保護   
者に対する実態調査を行ったところであり、その結果を踏まえて、   
文部科学省及び厚生労働省において夏までに運用面の改善方策を取   

りまとめる予定。  

○ 認定こども園制度のあり方につき、追加財源を確保の上、質の確   

保に留意しつつ、総合的な検討を行う。  

○ 認定こども園制度については、当面、認定等に   

係る事務手続や会計処理が複雑であるなどの課題   

に対する抜本的な運用改善方策について平成20   
年庭中に実施に着手する。あわせて、制度の一本   

化に向けた制度改革について平成20年度中に結   
論を得る。  

○ 移譲された自治体が対応できるかどうかも含め、実施体制の整備   
等が前提。  

○ 福祉施設の認可、指導監督等に係る事務につい   
ては、老人福祉施設並びに児童福祉施設のうち保   
育所、児童館及び認可外保育施設に関するものは   
市に移譲する。  
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改定保育所保育指針について  

市町村セミナー  平成20年6月19日  

厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課   



保育所保育指針の改定について  
「保育所保育指針改定に関する検討会」報告書（平成19年12月21日）  

保育所が果たすべき役割を再確認し、その役割・機能が適切に発揮できるよう、保育  
の内容の質を高める観点から、指針の内容の改善■充実を図ることが必要。特に保育  

所の組織性や職員の専門性の向上が求められる。  

○指   

1  



【  

改定に伴う今後の検討課題  

○指針の趣旨・内容の保育現場等への伝達・普及  

○保育内容の充実に資するための制度改正（児童福祉施設最低基準の見直し）   

※養護及び教育を一体的に行うという保育所保育の特性を明記  

○保育所における人材の確保と定着  

○保育環境等の整備  

○保育の質の向上のためのプログラムの策定  
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新保育所保育指針について   



二：：講  

第1章「総則」  

1．趣旨 保育所保育指針とは何か  
「保育所における保育の内容に関する事項及びこれに関する運営に関する事項」を定めたもの  
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2．発達過程  一人一人の子どもの発達過程をおおむね8つの区分としてとらえる。  
子どもがたどる発達の道筋を理解し、一人一人の子どもの状態を把握しながら、その発達を援助する。  

（5）おおむね3歳  

○基本的生活習慣の形成  

○話し言葉の基礎の形成、知的興味・関心の高まり  
○友達との関わりが増えるが平行遊びも多い  

○予想や意図、期待を持った行動  

（8）おおむね6歳  

○滑らかで巧みな全身運動、意欲旺盛で快活  
○仲間の意思の尊重、役割分担や共同遊びの展開  
○経験や知識を生かし、創意工夫を重ねる  
○思考力や認識力の高まり、自然・社会事象などへの  
興味，関心の深まり。自立心の高まり  
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（1）養護に関わるねらい及び内容  

ね建   

一人一人の子どもが、  
①快適に生活できるようにする  

②健康で安全に過ごせるようにする   

一人一人の子どもの  
③生理的欲求が十分に満たされるようにする  

④健康増進が積極的に図られるようにする   

虫垂（要旨）  

①平常の健康状態や発育・発達状態の把握、速やかに   
適切に対応する  

②保健的で安全な保育環境の維持及び向上に努める。  
③子どもの生理的欲求を満たし、適切な生活リズムを   

つくる  

④適度な運動と休息、意欲的に生活できるよう援助する  

ね辿（要旨）   

一人一人の子どもが、  
①安定感をもって過ごせるようにする  

②自分の気持ちを安心して表わすことができる   

ようにする  

③自分を肯定する気持ちが育まれていくように   

する   

一人一人の子どもの  

④心身の疲れが癒されるようにする  

虫垂（要旨）  

①子どもの欲求を満たしながら、応答的な触れ合いや   
言葉がけを行う  

②子どもの気持ちを受容し、共感しながら継続的な信頼   

関係を築いていく  

③自発性、探索意識、自分への自信が持てるよう、成長   
の過程を見守り、適切に働きかける  

④活動内容のバランスや調和を図り、適切な食事や休息   
がとれるようにする。  
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・亡う   



保育士等は、一人一人の子どもの発達過程やその連続性を踏まえ、ねらいや内容を柔軟に  

扱うとともに、特に次の事項に配慮して保育しなければならない。  
2．保育の実施上の配慮事項  

（4）3歳以上児の保育に関わる配慮事項   

○生活に必要な態度や習慣を身に付けることの大切さ  

を理解し、適切な行動を選択できるよう配慮  
○自己を十分に発揮して活動することを通して、やり遂  

げる喜びや自信を持つことができるよう配慮  

（1）全般的な配慮事項  

○個人差を踏まえ、一人一人の気持ちを受け止め援助する  
○心身の健康への配慮  

○子どもの自己活動の尊重  

○入所時の保育への配慮  

○国籍や文化の違いへの配慮と尊重  

○性差や個人差への留意・固定的な意識を植え付けない  
○戸外などで全身を動かして意欲的に  動することに  

より体の諸機能の発達が促されるこ  

○けんかなど葛藤を経験しながら、次第   手の気持  

ちを理解し、相互に必要な存在であることを実感でき  
るよう配慮  

○生活や遊びを通して決まりがあることの大切さに気付  

き、自ら判断して行動できるよう配慮  
○自然との触れ合いにより感性、認識力、思考力、表  
現力が培われることを踏まえ、自然との関わりを深める  
ことができるようエ夫する  

（2）乳児保育に関わる配慮事項  

○心身の未熟さへの配慮・適切な判断と保健的対応を行う  

○生育歴の違いに留意一特定の保育士が応答に関わる  

○職員間の連携t嘱託医との連携、専門性を生かした対応  
○保護者との信頼関係一保護者への支援に努める  

○担当保育士が変わる際の連携・協力  

なりの言葉で  

の話しカ  

たり、話し合う  
○様々な方法で創意エ  

よう、必要な素材や用具、環境の設定に留意  
○保育所の保育が小学校以降の生活や学習の基盤の  
育成につながることに留意し、幼児期にふさわしい  
生活を通して、創造的な思考や主体的な生活態度など  
の基盤を培うようにする  
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第4章「保育の計画及び評価」   



指導計画の作成上、特に留意すべき事項  

障害の状態を把握し、  
のある子どもが他の  Fコ   

舌を通して共に成長できるよう、  
域社会との連携  

○家庭や地域の機関及び団体の協力を得て、地域の   
自然、人材、行事、施設等の資源を積 極的に活用   
し、豊かな生活体験■保育内容の充実が図られるよう   
配慮   

指導計画の中に位置付ける  

○個別の支援計画を作成するなど適切な対応を図る  

○柔軟に保育したり、個別の関わりが十分行える   
ようにする  

○家庭との連携・保護者との相互理解  

○専門機関との連携  





（参考）保育の計画と評価   







第6章「保護者に対する支援」  
保育所における保護者への支援は保育所の特性を生かし積極的に取り組むことが求められる   
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第7章「職員の資質向上」  
質の高い保育を展開するため、一人一人の職員の資質向上及び職員全体の専門性を図る  

1．職員の資質向上に対する基本的事項  

2．施設長の責務   

体系的・計画的な研修の実施   

職員の自己研鏡への  

援助一助言  

保育所の課題の明確化  

職員の共通理解・協力・  

改善のための体制づくり  

法令等の遵守  

社会情勢等を踏まえた   

専門性の向上  



保育所における  上のための  
アクションプログラムについて   

経緯及び趣旨  

保育所における質の向上を図るため、国（厚生労働省）が取り組む施策及び地方公共団体（都道府県及び市町村）  

が取り組むことが望まれる施策に関する総合的なアクションプログラムを策定し、保育所保育指針改定（平成20年  

3月告示）に併せて通知。   

各地方公共団体においても保育所における質の向上のためのアクションプログラムを策定することを奨励。   

（次世代育成支援対策推進法に基づく都道府県行動計画及び市町村行動計画と一体的に策定することも可）  

実施期限 

平成20年度から平成25年度までの5年間   

アクションプログラムの概要  

（1）保育実践の改善・向上  

自己評価、保育実践に関する調査研究の推進、情報技術を活用した業務効率化など  

（2）子どもの健康及び安全の確保  

保健■衛生面の対応の明確化、看護師等の専門的職員の確保の推進、嘱託医の役割の明確化、  

特別の支援を要する子どもの保育の充実など  

（3）保育士等の資質・専門性の向上  

保育所内外の研修の充実、施設長の役割強化、保育士資格・養成の在り方の見直し  

（4）保育を支える基盤の強化  

評価の充実、保育に関する研究成果等のデータベース化及び活用、専門的な人材や地域の多様な  

人材の活用、保育環境の改善・充実のための財源確保   



1． 改定保育所保育指針の意義と性格   

厚生労働省編雇用均等・児童家庭局保育課  

天野 珠路  

平成20年3月28日、改定保育所保育指針（以下「保育指針」）が公布された。   

昭和40年に保育所保育のガイドラインとして制定された保育指針は、平成2年、12  

年の改定を経て、この度三度目の改定となる。   

今回の改定により、保育指針は、これまでの局長通知から厚生労働大臣による告示と  

なり、遵守すべき法令として示された。これにより全国の認可保育所では、保育指針に  

規定されている基本原則を踏まえ、各保育所の実情に応じて創意工夫を図り、保育所の  

機能及び質の向上に努めなければならないとされた。また、保育所が子どもの保護者や  

地域社会から期待される役割が深化・拡大する中で、保育所の専門性を適切に発揮しな  

がら、その社会的責任を果たしていくことが必要とされている。   

改定保育指針は、1年間の周知期間を経て、平成21年4月に公布される。各保育所  

においては、これまでの保育の蓄積や地域の特性を生かしつつ、保育所の今日的役割を  

明確にしながら、保育指針に基づく保育を豊かに展開していくことが求められる。  

1 改定の経緯  

（1） 保育所保育指針とは何か   

（D保育所における保育の内容やこれに関連する運営等について定めたもの   

②すべての子どもの最善の利益のため、全国の認可保育所が一定の保育の水準を担  

保するための仕組みである  

ex・児童福祉施設最低基準における保育環境、職員配置の基準・保育士資格  

（2） 関係法令の改正等への対応   

①児童福祉法の改正（第18条の4一保育士の保育指導業務の規定・国家資格化等）   

② 次世代育成支援対策推進法の制定（地域における子育て支援活動の活発化等）   

③社会福祉法の改正（第75条一利用者への情報提供の努力義務化等）   

④教育基本法の改正（第11条一「幼児期の教育」の振興、就学前の教育の充実が課題）   

⑤認定こども園制度の創設（平成18年創設、幼保の機能を一一体化、幼保の役割の接近  

等）   

⑥食育基本法の制定（平成17年制定第20条一学校、保育所等における食育の推進等）  

（3） 子どもや保護者を取り巻く環境の変化   

① 少子化・核家族化・都市化の進行  

（家族・地域社会の変容、人との関わりの希薄化等）   



②子どもの生活や遊びの変容   

（生活リズム、生活時間、食生活などの課題、直接経験の不足、子ども同士の関わり  

や子ども集団の衰退等）  

③子育てへの不安感・負担感の増大、養育力の低下   

（子育ての孤立化、児童虐待の増加）  

④ワークライフバランスと就労支援   

（働きながら子育てをする家庭を支える地域の担い手等）  

2 改定に当たっての基本的考え方  

（1） 大告示化による規範性の明確化  

（D 義務・努力義務・奨励、配慮事項等   

②改正された児童福祉施設最低基準第35条に拠る  

「保育所における保育は、養護と教育が一体的に行われるものとして、その内容につ  

いては厚生労働大臣がこれを定める」→保育指針  

（2） 指針の大綱化と原則性・明解性  

（D大綱化により、基準として規定するものを基本的なものに限定し、保育所の創意工夫を  

促す   

②文言を精査し、簡潔でわかりやすい記述や表記となるよう工夫  

し3）保育所保育の構造化を図る   

①保育指針の内容の構造化   

（第1章の記述がすべての草の根拠となる。各章の関連にも留意）   

②保育課程に基づく計画と実践・評価   

（保育所の計画性、組織性を重視、計画一実践一評価一改善の連動による質の向上をめ  

ざす）  

3 改定の要点  

（1） 保育所の役割の明確化  

（か養護と教育を一体的に行うことを特性とする  

（養護と教育の定義を明らかにする。保育所保育の特性や職員の専門性を発挿して  

行う）   

②環境を通して子どもの保育を総合的に行う  

（環境との相互作用、応答性のある環境、計画的な環境構成や環境の再構成の重要  

性）   

③保護者（保育所に入所する子どもの保護者に対する支援と地域の子育て家庭）への  

支援  

一句   



（独立した章を設ける。保護者支援の基本を規定し、入所児の保護者支援を規定等）  

④今日的な課題～社会的責任   

○子どもの人権の尊重   

（子どもの最善の利益への配慮、子どもの命や子育てを大切にする文化や価値観の   

醸成）   

○地域との交流と説明責任   

（次世代育成支援、世代間交流、保護者等への情報提供、説明責任・応答責任等）   

○個人情報保護と苦情解決   

（「個人情報の保護に関する法律」を踏まえる、苦情解決への組織的対応等）  

（2） 保育の内容の改善   

①発達過程の把握による子どもの理解  

○誕生から就学までの長期的視野をもって子どもを理解する  

○子どもの生活の連続性・発達の連続性に留意する   

②養護と教育が一体的に行われる保育の特性  

○保育の内容を具体的に把握するための視点としての養護と教育  

○環境を通して行う保育（環境との相互作用・保育環境構成の重要性）  

○養護に関わる内容（生命の保持・情緒の安定）、教育に関わる内容（5領域）の個別  

性と関連性・総合性  

OJL、身の育ちへの配慮（健康な体・自己肯定感・自我の育ち・自己発揮と他者受容）  

○人との相互的な関わりへの配慮（人と関わる力を育てる環境・協同的遊び・葛藤の  

経験）  

○個と集団を共に育てること   

③健康・安全のための体制充実  

○子どもの健康増進、疾病への対応、衛生・安全管理における施設長の責任の明確  

化  

○保育士・看護師・栄養士の専門的対応の重要性  

○不適切な養育や虐待防止への早期対応の重要性  

（関係機関との連携、要保護児童対策地域協議会への参画）   

④小学校との連携  

○顔の見える連携・交流・相互理解（保育所の子どもと小学生、保育士と教員等）  

○市町村等の幼保小連携事業による交流や共同研究等  

○子どもの育ちを支える資料「保育所保育要録」の作成と小学校への送付  

（3） 保護者支援   

①保育所の保護者支援の役割の明確化（保育所の特性と専門性の発揮）   

②保護者との関係構築と保護者の養育力の向上に資する支援の重要性   

③地域の人、場、機関などの資源の活用とそれらをつなげる支援   



（4） 保育の質を高める仕組み   

①保育所保育指針の位置付けとそれに基づく根拠（エビデンス）のある保育の展開   

②保育課程による保育所の全体像の把握と具体的実践   

（保育課程の編成一指導計画の作成一保育の記録一自己評価一計画の再構成、児  

童票の作成、保育所児童保育要録の作成などの連動、一貫性をもった取組）   

③保育士等の自己評価と保育所の自己評価   

（保育士等の自己評価叫保育の着眼手点を持つ、保育の過程を振り返ることの重要性  
保育所の自己評価一保育士等の自己評価を踏まえ職員の共通認識共通理解を図る  

4．保育所における質の向上のためのアクションプログラムについて  

（1）趣旨  

保育指針改定を踏まえ、保育現場での質の向上のための取組を支援するための国の施   

策及び地方公共団体の取組が望ましい施策に関する総合的な行動計画  

（2）実施機関  

平成20年度から平成24年度までの5年間  

（3）概要   

（∋保育実践の改善・向上（自己評価ガイドラインの作成など）  

②子どもの健康・安全の確保（保健対応の明確化、看護師などの専門職員の確保など）  

③保育士の資質・専門性の向上（研修の体系化の推進・施設長の資格化など）  

④保育の質を支える基盤の強化（保育環境の改善と財源確保など）  

（4）地方公共団体での策定の推奨   

（ヨアクションプログラムにおいて、地方公共団体が行うことが望ましいとされている次項に  

ついて、積極的に取り組む。  

○保育実践上の課題に関する調査研究の支援・活用  

○保育所の関係機関等との積極的な連携及び協力  

○特別の支援を要する子どもの保育の充実  

○保育所の研修内容の充実、外部講師の活用など研修体制の整備  

○専門的な人材や地域の多様な人材の活用  

○保育環境の改善・充実   

②各地域の実状を踏まえ、「地方公共団体版アクションプログラム」を策定することが望ま  

しい。   



保育の質の向上にかかる評価の構造  

保育課程  

誕生から就学までの発達過程と経験の見通し  

保育所の保育理念・保育方針・保育目標  

1  

保育所の自己評価  

†  
‾■ ‾ ‾ ‾ ‾ ‾ ‾ ‾‾ ‾ ‾ ‾ ‾‾ ‾ ‾ ‾ ‾ ‾ ‾‾ ‾ ‾ ‾ ‾ ‾ ‾ ‾‾ ‾ ‾ ‾ ‾ ‾ ‾ ‾ ● ‾ ‾ ‾ ‾ ‾ ‾ ‾ 

←→  保育内容全般にわたる検証 ：  

第三者評価項目に即した評価：  

取り組むプロセス・職員の連携  

†  
「‾‾■‾‾‾‾‾‾●●‾●‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾  

：保育所全体で取り組む重点項目  

← 保育の改善 ←  指導計画  

計画をもとに見通しをもった実践  質の向上   

養護と教育の一体的展開   
‾‾ ‾ ‾ ‾  

†；指標の設定  
」 ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿＿  

保育所で特に重視する課題   

省察  

（振り返る）  

（変容）を  

理解 ・ 援助  

（捉える）（かかわる）  

・子どもの経験と育ち  

見つめる  

・子ども理解を深める  

・ねらいと内容の展開  

保育記録   

1  

保育を捉える観点  

理解・共通認識）  アレンス・所内研修  

カンフ  

保育所の組織性  

保育所の創意工夫  

保育所の独自性・特色  

子ども観・保育観等  

理念・目標・内容・方法  

もの何をどのように育てていくか  ←  

環境をどう構成していくか  

の連携によりどのように取り組んでいくか等  

捉える  

評価の視点  

保育士等の自己評価  

子どもの育ちを捉える視点  

自らの保育を捉える視点  公 表  

保護者  地域社会   



保育所児童保育要録  【様式の参考例】  

※「子どもの育ちに関わる事項」は子どもの育ってきた過程を踏まえ、その全体像を捉えて総合的に記載すること。  
※「養護（生命の保持及び情緒の安定）に関わる事項」は、子どもの生命の保持及び情緒の安定に関わる事項について記載   

すること。また、子どもの健康状態等について、特に留意する必要がある場合は記載すること。  
※「教育に関わる事項」は、子どもの保育を振り返り、保育士の発達援助の視点等を踏まえた上で、主に最終年度（5，6歳）に   

おける子どもの心情・意欲・態度等について記載すること。  
※ 子どもの最善の利益を踏まえ、個人情報保護に留意し、適切に取り扱うこと。   



080619 平成20年度市町村職員を対象とするセミナー（厚生労働省）説明資料  
文部科学省幼児教育課 篠原  

恒司 ○市町村職員への情報提供及び幼稚園教育の理解を促進  

幼稚園教育要領の改訂について  

1 幼稚園教育の充実  

○幼稚園修了までに育つことが期待される生きる力の基礎となる心情・意欲・態度を育成。   

幼稚園教育の基本を踏まえ、幼児期にふさわしい生活を通して、創造的な思考や主体的な生活態度な   

どの基礎を培うようにする。  

○今回、新たに以下の内容及び内容の取扱いを示す。  

★ 食育に関する内容を新たに規定  

★ 自ら体を動かそうとする意欲が育つようにすること  

★ 幼児同士が共通の目的を見いだし、工夫したり協力したりして実現していくこと  

★ 規範意識の芽生えを培うこと（体験を重ねながらきまりの必要性に気づく）  

★ 自ら考えようとする気持ちが育っようにすること  

★ 話すことに加え、聞くことも重視し、伝え合いができるようになること  

2 保育所・幼稚園・小学校との連携  

★ 幼小の円滑な接続を図るため、幼小の連携を推進。（教員の相互理解、幼児と児童の交流）  

○保育所・幼稚園・小学校の三者による連携が求められている。   

合同研修、保育士と幼稚園教師、小学校教師の交流、園児と児童の交流など三者の連携を進め、幼児   

期の教育の成果が小学校につながるようにすることも大切である。  

○幼児指導要録の抄本又は写しの送付。（学校教育法施行規則第24条第2項）  

3 幼稚園における子育ての支援  

○幼児の生活全体が豊かなものとなるよう家庭や地域における幼児期の教育の支援に努めたりすること。   

幼稚園の施設や機能を開放し、地域における幼児期の教育のセンターとしての役割を果たすようにす   

る。  

★ 子育ての支援の充実（相談に応じることに加え、情報提供、親子登園、保護者同士の交流の機会を例   

示として追加）  

★ 家庭との連携に当たって、保護者の幼児期の教育の理解が深まるようにすること  

4 教育課程に係る教育時間の終了後等に行う教育活動（預かり保育）の充実  

★ 預かり保育の配慮事項（預かり保育の計画をたてたり、適切な指導体制を整備した上で教師の責任と   

指導のもと行うことへの配慮など）   




